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◎
夜
間
診
療
所　
奥
州
市
・
金
ケ
崎
町
内
の
感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
休
日
・
夜
間
診
療
所
を
休
診
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

休
診
と
な
る
際
は
、
奥
州
金
ケ
崎
行
政
事
務
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
１
月
12
日
時
点
）。

わが家の

アイドル
お子さんの笑顔を広報誌に掲載しませんか？
（町内に住所があり小学校入学前まで）
■応募方法　郵送または E-mail で写真
と必要事項を記入のうえ応募ください。
▶必要事項　①名前（ふりがな）②年
齢③性別④ご両親の名前（ふりがな）⑤
住所⑥電話番号⑦お子さんに向けた一言
メッセージ
■応募先　〒 029-4592　役場総務課
広報公聴係　E-mail：kouhou@town.
kanegasaki.iwate.jp 　
※応募の写真は返却できませ
んのでご注意ください。
問　総務課広報公聴係（内線 2319）

QRコードから
も応募できます

我が家の小さい怪獣さんたち！
これからも仲良し兄妹でいてね(^^)

父  駿さん  母  春佳さん
＝中村＝

 菊
きく
地
ち
 飛
ひゅう
雅
が
くん（4歳）

　　　　陽
ひ
葵
まり
ちゃん（6カ月）　

バイバイ‼バイバイ‼

  むし歯菌  むし歯菌
むし歯のない３歳児

令和 2年 12月 15日健診分

三
み
和
わ
 凌
りょう
直
ま

くん
( 横道上 )

上手に歯みがきできました！
これからも頑張ろうね！

高
たか
橋
はし
　廣
こう

くん
( 谷地下 )

及
おい
川
かわ
 琉
る
依
い

ちゃん
( 瘤木 )

鈴
すず
木
き
 七
なな
榎
か

ちゃん
( 瘤木 )

佐
さ
々
さ
木
き
 心
こ
悠
はる

ちゃん
( 東町 )

三
み
浦
うら
 寛
ひろ
登
と

くん
( 横道上 )

盛
もり
合
あい
 蒼
あお
士
と

くん
( 谷地下 )

及
おい
川
かわ
 史
ふみ
花
か

ちゃん
( 谷地下 )

伊
い
藤
とう
 朱
あ
音
のん

ちゃん
( 矢来 )

松
まつ
本
もと
 紬
つむ
希
ぎ

ちゃん
( 上平沢 )

鈴
すず
木
き
 叶
とう
真
ま

くん
( 清水端 )

松
まつ
芳
よし
 奈
な
々
な
未
み

ちゃん
( 谷地下 )
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　新型コロナウイルス感染症の対応は、感染拡大
の状況に応じて随時見直しを行います。最新の情
報は、ホームページをご覧いただくか
お問い合わせください。
問　新型コロナウイルス感染症対策本部
事務局（保健福祉センター☎ 44-4560）

新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口
【発熱等の症状のある人が相談・受診を希望する場合】
①かかりつけ医に電話相談

②受診・相談センター（全日 24 時間、☎ 019-651-3175、

FAX：019-626-0837）

③奥州保健所（平日午前 9時～午後 4時 30 分、☎ 0197-22-

2831）

【全般的な相談】
①一般相談窓口（岩手県コールセンター）（午前 9時～午後 9時、

☎ 019-629-6085、FAX：019-626-0837）

②外国人向け相談窓口（いわて外国人県民相談・支援セン

ター）（毎日午前 9時～午後 8時、☎ 019-654-8900、MAIL：

iwate-support-center@iwate-ia.or.jp）

コロナ禍でも医療機関で必要な受診を
　新型コロナウイルス感染症への感染の懸念などによ
り、医療機関の受診を控える傾向が見られますが、持
病の治療や予防接種・健診などによる健康管理は重要
ですので、次の点を踏まえて適切に医療機関を受診し
ましょう。
１　過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう
　　可能性があります。
２　コロナ禍でも健診や持病の治療、お子さんの予防
　　接種などの健康管理は重要です。
３　医療機関や健診会場では、換気や消毒でしっかり
　　と感染予防対策をしています。
４　健康に不安がある場合は、まずはかかりつけ医・
　　かかりつけ歯科医に相談しましょう。

　町は、雪による家屋等の被害について罹災証明
書および被災証明書を発行しています。

◆罹災証明書
災害による住家への被害の程度を証明するもの
◆被災証明書
災害による住家以外への被害を証明するもの

これらの証明書は、被害を受けた人が、復旧費と
して保険金の請求や融資などの各種支援の申請を
する際に必要となる場合があります。

■発行までの手順
①役場に対して発行を申請
②被害家屋等の現地調査または写真による被害確
　認を行います
③被害認定および証明書の発行
※被害確認前に復旧してしまうと、被害認定がで
きず証明書が発行できません。

■申請期限
罹災証明書：被災日から 3カ月以内
被災証明書：被災日から 6カ月以内
※災害による被害により申請が困難な場合は、被
害の内容により申請期限を延長します
■その他
申請から発行までの期間は 1週間程度となりま
す。発行にかかる費用はかかりません。
※申請状況により、発行までの期間が延びる場合
があります。
■申請書について
役場庁舎 1階税務課窓口、町ホーム
ページから申請書を取得してくださ
い。
問　税務課（2114）

雪害に対する
罹災証明書、被災証明書の発行について
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